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一

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
て
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
基
準
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
添

一
別

添
一

（

）

（

）

１
略

１
略

２
工

事
監

理
に

関
す

る
標

準
業

務
及

び
そ

の
他

の
標

準
業

務
２

工
事

監
理

に
関

す
る

標
準

業
務

及
び

そ
の

他
の

標
準

業
務

一
工

事
監

理
に

関
す

る
標

準
業

務
一

工
事

監
理

に
関

す
る

標
準

業
務

前
項

第
二

号
ロ

に
定

め
る

成
果

図
書

に
基

づ
き

工
事

を
設

計
図

書
と

照
前

項
第

二
号

ロ
に

定
め

る
成

果
図

書
に

基
づ

き
工

事
を

設
計

図
書

と
照

、
、

合
し

そ
れ

が
設

計
図

書
の

と
お

り
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

い
な

い
か

を
確

合
し

そ
れ

が
設

計
図

書
の

と
お

り
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

い
な

い
か

を
確

、
、

。
。

認
す

る
た

め
に

行
う

次
に

掲
げ

る
業

務
を

い
う

認
す

る
た

め
に

行
う

次
に

掲
げ

る
業

務
を

い
う

項
目

業
務

内
容

項
目

業
務

内
容

(2)
(
)

（

）

（

）

(2)
(
)

（

）

（

）

設
計

図
書

の
ⅰ

略
略

設
計

図
書

の
ⅰ

略
略

内
容

の
把

握
等

内
容

の
把

握
等

(
)

（

）

（

）

(
)

（

）

（

）

ⅱ
略

略
の

業
務

ⅱ
略

略

(3)
(
)

（

）

（

）

(3)
(
)

（

）

（

）

設
計

図
書

に
ⅰ

略
略

施
工

図
等

を
ⅰ

略
略

照
ら

し
た

施
工

設
計

図
書

に
照

(
)

（

）

（

）

(
)

（

）

（

）

図
等

の
検

討
及

ⅱ
略

略
ら

し
て

検
討

及
ⅱ

略
略

び
報

告
び

報
告

す
る

業

務

略
工

事
と

設
計

図
書

と
の

照
合

及
び

確
略

工
事

と
設

計
図

書
と

の
照

合
及

び
確

(5)

（

）

(5)

（

）
認

の
結

果
工

事
が

設
計

図
書

の
と

認
の

結
果

工
事

が
設

計
図

書
の

と

、
、

お
り

に
実

施
さ

れ
て

い
な

い
と

認
め

お
り

に
実

施
さ

れ
て

い
な

い
と

認
め

る
と

き
は

直
ち

に
工

事
施

工
者

る
と

き
は

直
ち

に
工

事
施

工
者

、
、

、
、

に
対

し
て

そ
の

旨
を

指
摘

し
当

に
注

意
を

与
え

工
事

施
工

者
が

こ

、
、

、
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該
工

事
を

設
計

図
書

の
と

お
り

に
実

れ
に

従
わ

な
い

と
き

は
そ

の
旨

を

、

施
す

る
よ

う
求

め
工

事
施

工
者

が
建

築
主

に
報

告
す

る
な

お
工

事

、
。

、

こ
れ

に
従

わ
な

い
と

き
は

そ
の

旨
施

工
者

が
設

計
図

書
の

と
お

り
に

施

、

を
建

築
主

に
報

告
す

る
な

お
工

工
し

な
い

理
由

に
つ

い
て

は
建

築
主

。
、

事
施

工
者

が
設

計
図

書
の

と
お

り
に

に
書

面
で

報
告

し
た

場
合

に
お

い
て

施
工

し
な

い
理

由
に

つ
い

て
は

建
築

は
建

築
主

及
び

工
事

施
工

者
と

協

、

。

主
に

書
面

で
報

告
し

た
場

合
に

お
い

議
す

る

て
は

建
築

主
及

び
工

事
施

工
者

と

、

。

協
議

す
る

別
添

四
別

添
四

設
計

に
関

す
る

標
準

業
務

に
附

随
す

る
標

準
外

の
業

務
設

計
に

関
す

る
標

準
業

務
に

附
随

す
る

標
準

外
の

業
務

1
.

1
.

設
計

受
託

契
約

に
基

づ
き

設
計

に
関

す
る

標
準

業
務

に
附

随
し

て
実

施
さ

れ
設

計
受

託
契

約
に

基
づ

き
設

計
に

関
す

る
標

準
業

務
に

附
随

し
て

実
施

さ
れ

、
、

、
。

、
。

る
業

務
は

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

る
業

務
は

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

～

（

）

～

（

）

一
七

略
一

七
略

（

）

八
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
平

成
二

十
年

法
律

第
八

十

（

新
設

七
号

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
の

規
定

に
よ

る
住

宅
の

建
築

及
び

維

）

持
保

全
に

関
す

る
計

画
の

作
成

に
係

る
業

務


